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内閣府

（防災担当）
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火山災害警戒地域の追加指定の概要

平成27年の活動火山対策特別措置法（以下、「法」とする）の改正に伴い、噴火の可能性が高く人的災害を防止するた
めに警戒避難体制を特に整備すべき地域を「火山災害警戒地域」として、「活動火山対策の総合的な推進に関する基本的
な指針」（以下、基本指針とする）に基づき、23都道県、140市町村（延べ155市町村）を指定。

【火山災害警戒地域指定の考え方（基本指針）】
・「常時観測火山」のうち、周辺に住民や登山者等が存在しない硫黄島を除く４９火山を対象
・上記の４９火山について、大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流、溶岩流、火山ガスの５現象について、既存のハザードマップから影響

範囲を特定。ハザードマップが無い火山については、想定火口から４km（大きな噴石を想定）の範囲を特定。
・上記の影響範囲に行政区域を含む、都道県及び市町村を指定
・火山災害警戒地域は、火山ハザードマップの新規作成・更新等により火山現象の影響範囲の想定が変化した場合、必要に応じて追加指定
や変更、解除を実施

火山災害警戒地域の指定（平成28年２月）

追加指定

火山防災協議会においてハザードマップの新規作成・更新があったことを受け、火山現象の影響範囲の想定が変化し
たと判断されることから、基本指針に基づき、指定を行う。 （27市町村（延べ35市町村）を追加指定）

栗駒山：横手市、羽後町（秋田県）
新島：利島村、神津島村（東京都）

神津島：新島村（東京都）
アトサヌプリ：清里町（北海道）

磐梯山：会津坂下町（福島県）
伊豆東部火山群：熱海市（静岡県）

新たに追加指定を行う市町村

十和田：青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、つがる市、
平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、
中泊町、七戸町、六戸町、おいらせ町、三戸町、五戸町、
田子町、南部町、新郷村（青森県）
二戸市、八幡平市（岩手県）
能代市、大館市、北秋田市、藤里町（秋田県）

令和元年６月３日
内閣府告示第７号

ハザードマップの新規作成・更新状況

新規作成：十和田、栗駒山、新島、神津島 更新：アトサヌプリ、磐梯山、伊豆東部火山群
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火山災害警戒地域における火山防災対策の取組状況（令和元年７月３１日現在）
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 令和元年度より集客施設等の避難促進施設における避難確保計画の作成支援に着手

御嶽山や本白根山では突発的な噴火が発生。火口周
辺には集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）が存在し、
旅行者等の円滑な避難には、各施設による避難誘導が重
要。

活動火山対策特別措置法の改正により、市町村が指定
する集客施設や要配慮者利用施設の所有者等に対して、
「避難確保計画」の作成や、計画に基づいた訓練の実施
等が位置付けられた。

集客施設等の所有者の計画作成を支援し、支援から得
られた知見を全国で共有することで、各避難促進施設に
おける避難確保計画の作成を促進し、もって火山防災対
策をより一層推進していくものとする。

事業目的

種類や状況の異なる集客施設等をモデルとして、都道
県や市町村等を交えて、避難確保計画を協働で検討し、
避難確保計画の作成に当たっての具体的な課題と解決
策を検討。

モデル検討の成果を踏まえて、避難確保計画の検討の
具体的な進め方についての事例集等を整備。

＜避難確保計画の作成支援対象＞

＜複数施設が共同して計画を作成している事例＞

実施内容

突発噴火時の緊急避難対策の推進（避難確保計画の作成支援）

5

施設例 令和元年度⽀援対象市町村（施設）

Ａ 交通関係施設 ロープウェイ、バスターミナル 等 福島県⼆本松市（ロープウェイ）

Ｂ 宿泊施設 ホテル、⼭⼩屋 等 ⼭梨県富⼠河⼝湖町（⺠宿）

Ｃ 利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設 キャンプ場、スキー場 等 福島県⼆本松市（スキー場）

Ｄ その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設 観光案内所、⼟産屋 等 東京都⼋丈町（牧場、展望施設）

Ｅ 医療機関 病院、診療所、助産所 等

Ｆ 医療機関以外の要配慮者利⽤施設 学校、⽼⼈福祉施設 等 東京都三宅村（⽼⼈福祉施設）
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内閣府

（科学技術・イノベーション担当）
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↑⽕⼭ガス多成分
組成観測装置

⽕⼭灰⾃動採取・可搬型分析装置

桜島における火山ガス・火山灰観測装置の配
置

 データを⾃

参考

 第１期ＳＩＰで、定期的に⽕⼭ガスの測定、⽕⼭灰の洗浄・画像撮影を⾏い、観測データを⾃
動送信する装置を開発（「⼆酸化硫⻩観測装置」「⽕⼭ガス多成分組成観測装置」，「⽕⼭灰
⾃動採取・可搬型分析装置」）。新燃岳は2019年4⽉5⽇に噴⽕警戒レベル1（活⽕⼭であるこ
とに留意）となったため、機器を桜島に移設して観測を開始、気象庁、桜島⽕⼭防災協議会へ
Webでの情報提供を継続している。（⽕⼭噴⽕予知連絡会でも幹事にアクセス⽅法を席上配布）

 ⽕⼭ガス放出率については、桜島に構築した観測網でモニタリングを継続中（→参考1-1）
 ⽕⼭ガス組成については、霧島⼭硫⻩⼭にて2019年6⽉に⽕⼭ガス組成の顕著な変化を検出。

2019年7⽉2⽇の噴⽕予知連に資料提出（→参考1-2）
 ⽕⼭灰については、桜島にて2018年12⽉から複数回の噴⽕による⽕⼭灰画像取得(→参考2-1)。

また、⽕⼭灰試料の元素分布マップから、噴⽕様式を特徴づける粒⼦の存在量の定量化を実施
（→参考２-2）

SIP火山ガス等のリアルタイムモニタリング技術 桜島・霧島硫黄山への適用

上空⼆酸化
硫⻩測定装置→
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（参考１-１）上空二酸化硫黄測定装置観測網による桜島の二酸化硫黄放出率のモニタリング

東京大学大学院理学系研究科
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2018年4‐2019年1⽉ 桜島⼆酸化硫⻩放出率

2018年 2019年

SIP火山(平均） SIP火山(10分値）

気象庁(DOAS）

桜島南東部に展開した上空二酸化
硫黄測定装置からなる観測網

得られた上空二酸化硫黄量分布か
ら噴煙断面の二酸化硫黄量を算出

桜島に構築した観測網により二酸化硫黄放出率のモニタリングを継続中

2019年4月12日11：20の観測点
上空二酸化硫黄量の分布

2019年4月12日の放出率

算出した断面二酸化硫黄量より求め
た二酸化硫黄放出率の日中の変化

桜島の二酸化硫黄放出率は2000 トン/日レベルで推移している 8



2018年4月19日の噴火に先立つ、
2018年2月〜3月に、SO2/H2S比
およびSO2濃度が100倍に達する
顕著な増加。

2018年4月19日噴火

（研）産業技術総合研究所

（参考１-２）火山ガス組成の顕著な変化（霧島山硫黄山、火山ガス多成分組成観測装置）

2019年6月に、SO2/H2S比および
SO2濃度の顕著な増加を検知。
7月2日の火山噴火予知連絡会
に報告

最近の霧島硫黄山
（2019年5月16日）

2019年6月の変化
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撮影された火山灰画像。画像の小さな目盛りが1 mm。a) 2018年12月20日07:54の画像．
b) 2018年12月26日00:30の画像． c) 2019年2月9日04:51の画像．

• 黒神観測室に設置されたVOLCAT2号

• 2018年12月8日から京大桜島火山観測所黒神観測室にて観測開始
• 一日1～3回のオペレーションで約２００回の画像転送

(a) (b)

(c)
• 爆発原簿と風向から

噴火イベントを推定

• 爆発による降灰を少
なくとも三回捕捉

（参考２-1） 火山灰自動採取・可搬型分析装置

（研）防災科学技術研究所・ （研）産業技術総合研究所 10



火山灰試料の光学・エックス線元素分布マップの比較から、噴火スタイルを特徴づける粒子の抽出と存在量の定
量化を実施．
光学顕微鏡像の画像と噴火特性の対応付けを実施．VOLCATで取得した画像の解析の基準．

光学顕微鏡像
珪素

エックス線元素分布マップ

硫黄

マグマ噴火
阿蘇2014年12月19日

マグマ水蒸気噴火
阿蘇2016年2月18日

水蒸気噴火
草津白根山2018年1月23日

珪化変質
粒子の増
加 （白色
の粒子）

硫化鉱物
粒子の増
加

ガラス粒子
が多い
比較的均質

硫黄ほと
んど検出
されない

（参考２-２） 火山灰粒子自動識別標準のための指標 （研）産業技術総合研究所
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（参考３）戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「レジリエントな防災・減災機能の強化」

目 的 大地震・津波、豪雨・竜巻、火山等の自然災害に備え、産学官挙げて災害情報をリアルタイムで共有する仕組
みを構築、予防力の向上と対応力の強化を実現。

対象機関 大学、企業、公的研究機関等
管理法人 国立研究開発法人科学技術振興機構
実施期間 2014年度から2018年度 5年間（予定）
予算規模 2014年度：25.7億円、2015年度：26.36億円、2016年度：23.3億円、2017年度：23.84億円、 2018年度：24.0億円

１．目標とその達成状況
産学官挙げて災害情報をリアルタイムで共有する仕組みの構築・実装

を目指し、2018年度末までに府省庁情報を共有することにより、災害対
応部隊の派遣等の応急対策の迅速化・効率化に貢献することが目標。
熊本地震や九州北部豪雨対応で、本システムの実証として、関係府省庁
等の炎害関連データを統合化することにより、災害対応支援を実施。

２．主な研究内容
①強靭なインフラを実現する予防技術（大規模実証試験等に基づく耐震
性の強化）

②予測技術（最新の観測・予測・分析技術による災害の把握と被害推定）
③対応技術（災害関連情報の共有・利活用による災害対応力向上）

３．出口戦略
開発した情報共有システムや予測システムなどは国、地方自治体によ

る率先導入へとつなげるほか、予防技術などは民間のインフラ保有事業
者に展開。

４．仕組み改革・意識改革への寄与
官民のデータ精度向上・データ相互活用、緊急時の情報受発信ルール

の見直しなど、防災・減災のあり方を変革。

５．プログラムディレクター
堀 宗朗 東京大学地震研究所 巨大地震津波災害予測研究センター

教授・センター長

①津波予測技術

③大規模実証実験等に
基づく液状化対策技術

⑥災害情報の配信技術

⑦地域連携による地域
災害対応アプリケー
ション技術

④ICTを活用した情報
共有システム(SIP4D)
および利活用技術

予 測

予 防

対 応

⑤災害情報収集システ
ム及びリアルタイム被
害推定システム

・数分後の高精度津波遡上
域予測

・1時間前豪雨予測、浸水域予測
・30秒毎降雨分布定量観測

・湾岸施設の「使いながら」
液状化診断と補強

・道路やインフラ復旧等に関する各
府省災害情報システム間の情報共有

・地震発生1分後の地震動
分布、30分後被害推定
（全国250mメッシュ）

・情報弱者を含む市民や自治
体等への災害情報の配信

②豪雨・竜巻予測技術

・地域減災シンクタンク設立 12



（参考４）ＳＩＰ火山ガス等のリアルタイムモニタリング技術の開発

【実施概要】 火山ガス組成と放出率のモニタリング技術及び火山灰の情報収集・分
析技術と情報基盤を開発して、「リアルタイム被害推定・災害情報収集・分析・利活用
システム開発」の利活用システムを高度化する。

桜島

火山ガスモニタリング技術開発

無人機を用いた火山ガスの測定技術

火山ガスモニタリングシステム

運用試験を実施し、
情報基盤に入力

火山灰モニタリング技術開発

野外に
おける
運用試
験

火山灰自動採取・可搬型分析システム

火山ガス等のモニタリング情報
による利活用システムの高度化

情報基盤

災害情報共有・利活用
システム（SIPで開発）

火山ガス・火山灰モニタリン
グ等の観測情報を含め、1
時間以内に統合的把握を
可能とする

地方自治体

火山防災協
議会等

気象庁や火山噴火
予知連絡会への
情報共有・提供

・火山活動評
価の高度化

・気象庁の噴
火警戒レベ
ルの判断

実証実験を実施し、利活用システムを通じ
て地方公共団体等における意思決定等へ
の支援を行うことができる環境を構築 13



気象庁
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噴火警戒レベル判定基準の精査及び公表

○ 気象庁では、⽕⼭噴⽕予知連絡会「⽕⼭情報の提供に関する検討会」の最終報告に基づき、⽕⼭専⾨家及び地元⾃治体等
協議会関係機関にご意⾒を伺いつつ、噴⽕警戒レベル判定基準の精査作業を進めており、精査作業が完了した判定基準に
ついては、順次、気象庁HPで解説を付して公表している。なお、公表した判定基準は必要に応じ随時⾒直しを⾏っていく。

○ 令和２年度末を⽬途に、噴⽕警戒レベルを運⽤する常時観測⽕⼭（硫⻩島を除く49⽕⼭）の判定基準公表を進める予定。

公表年度 ⽕⼭ 公表済
⽕⼭数

平成27年度 浅間⼭、御嶽⼭、桜島

32

平成28年度
岩⽊⼭、蔵王⼭、⽇光⽩根⼭、伊⾖
⼤島、三宅島、阿蘇⼭、霧島⼭（え
びの⾼原（硫⻩⼭）周辺）※、鶴⾒
岳・伽藍岳

平成29年度

アトサヌプリ、恵⼭、秋⽥駒ヶ岳、
⿃海⼭、吾妻⼭、草津⽩根⼭（⽩根
⼭（湯釜付近））※、草津⽩根⼭
（本⽩根⼭）※、⽩⼭、箱根⼭、霧
島⼭（新燃岳）※、⼝永良部島

平成30年度
雌阿寒岳、⼤雪⼭、岩⼿⼭、乗鞍岳、
雲仙岳、霧島⼭（御鉢）、⼋丈島、
⻘ヶ島

令和元年度 栗駒⼭、弥陀ヶ原、⼋甲⽥⼭、新島、
神津島

精査済みの判定基準を公表した⽕⼭ 令和元年9⽉1⽇現在

赤字は第９回火山防災対策会議以降に判定基準を公表した火山
※ 草津白根山と霧島山は、それぞれ公表済火山数１としてカウント

︓噴⽕警戒レベル運⽤⽕⼭（48⽕⼭）
このうち、噴⽕警戒レベル判定基準を公表した⽕⼭（32⽕⼭）
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火山防災対応の流れの整理・共有

そこで、協議会構成機関の間で防災対応の流れを整理・共有する方法の１つとして、火山活動の状
況や気象台等の対応のモデル時系列を材料に、考えられる防災対応について、時系列でより具体
的な整理を行う。

噴火警戒レベル２に引上げられた場合
①●●機関は、●●をする。
②●●は、●●に●●をする。
③・・・・・

噴火警戒レベル３に引上げられた場合
①●●機関は、●●をする。
②●●は、●●に●●をする。
③・・・・・

＜避難計画＞ ＜防災対応の時系列整理＞

協議会事務局と連携し、⽕⼭防災対応のタイムラインを協議会構成機関の間で整理・共有する作業を進めている

⽕⼭防災対応のタイムライン

○ ⽕⼭の避難計画には、気象庁の発表する情報や⽕⼭活動の状況等に応じて、協議会構成機関が⾏う防災対応が整理され
ている。

〇 情報や⽕⼭活動の状況等に応じた防災対応の流れと具体を、協議会構成機関の間で整理・共有することが、整合のとれ
た⽕⼭防災対応をとるために重要である。
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〜現場のニーズを踏まえた⽀援〜
平成30年1月に発生した草津白根山（本白根山）の噴火において、地元への火山活動の解説や

ニーズの把握に課題があったことから、気象庁と地元自治体等との情報交換体制の強化を図る。

⽕⼭噴⽕後の救助・捜索活動及び的確な防災対応を⽀援するため、最新の観測データや
活動の状況を即時的に提供し、また⾃治体との双⽅向での情報交換を可能にする仕組み。

○○火山のページ

掲⽰板（新規）

Web会議（新規）

⽕⼭活動
解説コメント

⽕⼭噴⽕応急対策⽀援サイト
（既存の協議会Webを強化・拡充）

解説コメントや情報共有機能（Web会議及び掲⽰
板）を⽤いて、⽕⼭活動の⾒⽴て、捜索・救助現場の
状況、被災状況等の情報共有を⽀援。

⽕⼭監視・警報センター

現地調査等
(JMA-MOT)

現地
観測結果

ドローン映像噴⽯等の⾶散状況

地元⾃治体⽕⼭災害現場

災害対策本部等救助・捜索活動

最新の観測データ
解説情報 等

⾃治体⽀援（JETT）
（気象庁防災対応
⽀援チーム）

○地元⾃治体からの情報・問合せ
○救助・捜索活動等の⾏動計画

○⽕⼭活動状況や⾒通しの解説
○救助・捜索活動の判断⽀援

観測データ等

現場の状況 等

火山噴火応急対策支援サイトの立ち上げ
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○緊急増設用火山機動観測機器の整備
（H27補正予算）
・噴火等の突発的な火山活動にも対応

○火口周辺の観測施設を増強(H26補正予算）

○水蒸気噴火の兆候を早期把握する手法の開発
（H27～H29予算）

○常時観測火山を50へ（H28.12.1追加）
・従来の47火山に3火山（八甲田山・十和田・弥陀ヶ原）を追加）

○噴火の事実を迅速に伝える噴火速報の発表（H27.8～）

○ 「臨時」と明記した「火山の状況に関する解説情報」
の発表（H27.5～）

○噴火警戒レベル１「平常」を「活火山であることに
留意」に変更（H27.5～）

○気象庁ホームページにおける登山者向けの
情報提供（H26.10～）

○気象庁ホームページにおける火山観測データの
掲載開始（H28.12～）

○火山監視情報システムの更新・強化（H28、H29予算）

○火山担当職員の増員（H28.4～）
・職員を約160名から約240名に増員

○気象庁参与の任命（H28.4～）
・火山活動評価への参画や人材育成のため火山専門家

5名を気象庁参与に任命

○火山に関する職員研修の拡充（H28.1
～）

火 山 活 動 の 観 測 ・ 監 視 及 び 評 価 能 力 の 向 上 に よ り 的 確 か つ 迅 速 な 情 報 を 発 表 す る と と も に 、
地 元 自 治 体 の 火 山 防 災 対 応 を 支 援 し 、 国 民 の 生 命 ・ 財 産 を 守 る

１．観測体制の強化１．観測体制の強化

○火山監視・警報センターの設置（H28.4～）
・本庁火山課に「火山監視・警報センター」（省）を設置
・札幌・仙台・福岡管区に「地域火山監視・警報センター」
（省）を設置

○遠望観測施設の更新・機能強化（H29補正、H30予算）
・順次更新・デジタル化。降灰・火砕流・噴石の飛散・噴煙高度

などを詳細に把握）

○長期間噴火活動を休止している火口の観測
体制強化（H31予算）

（遠望観測補助カメラの増設と民間カメラの最大限活用）

○噴⽕活動の推移の見極め強化（H31予算）
（ドローンの観測データによる火山活動の推移把握）

○改正活⽕⼭法（H27.7）に基づき活発な⽕⼭で
設置が義務化された⽕⼭防災協議会への参画
○登⼭者等に対する周知啓発
・「⽕⼭への登⼭のそなえ」（内閣府・気象庁）作成・
配布（H28.3）
・⽕⼭への登⼭時に留意すべき事項をまとめた「⽕⼭へ
の登⼭のしおり」作成・配布（H29.7〜）
○関係機関等から寄せられる⽬撃情報の積極的
な活⽤（H30.6～）

○⽕⼭噴⽕応急対策⽀援サイトの⽴ち上げ
（R2.3 運用開始予定）
・地元自治体の救助・捜索活動及び防災対応の支援の
ため、最新の観測データ・活動状況を即時的に表示、
自治体との双方向での情報交換を可能とするサイトを構築

火口周辺の観測施設

２．監視・評価体制の強化

３．わかりやすい情報の提供

４．関係機関との連携や登⼭者への普及啓発強化

気象庁参与の任命

研修実施の様子

気象庁HP上のバナー

火山観測データの掲載

火山への登山のしおり

応急支援サイト
（イメージ）

監視カメラの
増設

⺠間・関係機
の最⼤限活⽤

ドローン
観測

青字と赤字は以下の噴火を受けて強化した項目
・平成26年9月御嶽山噴火
・平成30年1月草津白根山（本白根山）噴火

火山監視・評価・情報提供体制の強化の取組

○最新の科学的知見を踏まえた噴火警戒レベル判定基準の精査と公表
（H28.3～順次精査・公表）

○気象庁ホームページにおける「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」
の公表 （H31.2～）
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国土地理院
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「くにかぜⅢ」による空中写真撮影

国土地理院の西之島における取組状況

国⼟地理院は、平成29年4⽉以降の噴⽕活動により拡⼤した⻄之島の地形変化を反映するため、平成30年12⽉に測量
⽤航空機「くにかぜⅢ」で空中写真を撮影し、⻄之島の新しい2万5千分1地形図を令和元年5⽉31⽇に刊⾏。

平成30年12⽉1⽇撮影

200m

2万5千分1地形図

⾯積︓2.89km2 最⾼標⾼︓160m
（令和元年5⽉刊⾏の地形図）

⾚線︓平成29年刊⾏の地形図の海岸線
緑線︓平成4年刊⾏の地形図の海岸線

⾯積︓2.72km2

最⾼標⾼︓143m
（平成29年刊⾏の地形図）

⾯積︓0.29km2

最⾼標⾼︓25m
（平成4年刊⾏の地形図）
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測量⽤航空機（くにかぜⅢ）

国土地理院の浅間山での取組状況

国⼟地理院は、令和元年8⽉7⽇の浅間⼭の噴⽕に伴う⽕⼭地形の把握、⼭体膨張や
収縮の把握、噴⽕⼝の状況把握のため、下記の取組を実施した。

・⽕⼭災害対策⽤図等を公開・提供
・ＧＮＳＳ連続観測による地殻変動情報を公開・提供
・測量⽤航空機(くにかぜⅢ)による航空機SAR画像を公開・提供
・だいち2号のSAR⼲渉解析結果に基づく地殻変動情報を公開・提供

⽕⼭災害対策⽤図等

・⾚⾊⽴体地図

ＧＮＳＳ連続観測

2019年8⽉8⽇観測

・電⼦基準点の基線⻑変化

2016年1⽉1⽇以降の基線変化グラフ

基線図

だいち２号観測データ解析

・浅間⼭の地殻変動

2017年10⽉20⽇〜
2019年8⽉9⽇
の解析結果

解析︓国⼟地理院
原初データ所有︓JAXA

・⽕⼭災害対策⽤図

・航空機SAR画像（北側から観測した画像）

2018年6⽉22⽇観測

本図は航空レーザ測量データを基にアジア航測株式会社の特許
（第3670274号等）を使用して作成したものです。赤色立体地図を
利用される場合は、国土地理院コンテンツ利用規約に記載のと
おり、 アジア航測株式会社の許諾条件を確認してご利用下さい。
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⽕⼭⼟地条件図
26⽕⼭を整備

⽕⼭基本図
42⽕⼭を整備

⻘字︓令和元年度整備（新規⼜は更新）

－全国の活動的な火山を対象として整備－

○⽕⼭⼟地条件図
●過去の⽕⼭活動に
より形成された地形や
噴出物の分布を⾊分け
表現した縮尺１万分１
〜５万分１の中縮尺地
形分類図
●過去の噴⽕⼝と溶岩
流出箇所、泥流・⼟⽯
流の発⽣箇所から、新
たな災害発⽣箇所を予
測可能

⽕⼭⼟地条件図「秋⽥焼⼭」

国土地理院の火山防災対策のための地理空間情報の整備状況

【⽕⼭基本図・⽕⼭⼟地条件図・
⾼精度⽕⼭標⾼データの効果・活⽤】

○国、地⽅公共団体、⽕⼭防災協議会等が、⽕⼭防災計画策
定やハザードマップ作成などに利⽤することで、⽕⼭災
害に強い国⼟づくりに貢献。

○⽕⼭災害発⽣時には、現場における被災状況把握や情報共
有、救助活動、⼆次災害防⽌計画策定、⽕⼭活動の監視
等において各⽅⾯で活⽤。

○住⺠レベルでの⽕⼭対策が進み、⽕⼭災害に強いまちづく
りや国⺠の安全・安⼼に貢献。

○登⼭での活⽤や、観光施策策定の基礎資料としても貢献。
○⾼精度な⽕⼭標⾼データから、詳細な⽕⼭地形を表⽰可能

となり、未知の噴⽕⼝の抽出など⽕⼭災害対策に貢献

陰影段彩図「⼋丈島Ⅱ」基図 写真地図

⾼精度⽕⼭標⾼データ
雌阿寒岳、⼗勝岳、御嶽⼭、
⽩⼭、硫⻩島の5⽕⼭を整備

【整備状況】
（令和元年度現在）

○⽕⼭基本図・⽕⼭基本図データ
●⽕⼭の地形を精密に表す等⾼線や道路・建物等を表
⽰した縮尺５千分１⼜は１万分１の⼤縮尺地形図
●航空レーザ測量に基づく標⾼データから整備した⽕
⼭基本図データは、画像データ（基図、陰影段彩図、
写真地図）、GISデータ、紙地図として整備・公開
●５ｍ間隔の等⾼線から噴⽕時の溶岩流の流下経路を
予測可能

○⾼精度⽕⼭標⾼データ（Ｈ30年度〜）
●航空レーザ測量を実施し、詳細な1mメッシュ標⾼
データを整備
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海上保安庁
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海上保安庁による海域火山調査（平成3１年4月以降の取組）

令和元年度予算で実施予定の事項

南方諸島・南西諸島の定期巡回監視、海域火山基礎情報調査等を引き続き実施する。

海図の改版

• 西之島の海図を改版（令和元年５月３１日発行）

臨時監視観測

• 明神礁と西之島の航空機による臨時監視観測を月1回程度実施

• 硫黄鳥島の白色噴気増大情報に伴い、航空機による臨時監視観測を実施（令和元年７月２４日）

これらの観測成果は、 火山噴火予知連絡会に報告するとともに、海域火山基礎情報（海域火山データベース）としてＨＰで公表

取組概要

H29.3.24 明神礁で昭和63年以来約29年ぶりに変色水を確認
H30.7.12 西之島の噴火を約1年ぶりに確認

(R1年7月12日)

西之島の臨時監視観測

(R1年8月14日)

硫黄鳥島の臨時監視観測

(R１年7月24日)
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文部科学省
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噴煙柱
シミュレーション

最近の火山防災対策の取組状況
１．次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト

先端的な⽕⼭観測技術の開発

素粒⼦ミュオンを⽤いた
⽕⼭透視技術の開発

リモートセンシングを利⽤
した⽕⼭観測技術の開発

⽕⼭ガス観測・分析によ
る⽕⼭活動推移把握技術

の開発
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大気
噴火

多項⽬・精密観測、機動的
観測による⽕⼭内部構造・

状態把握技術の開発

 新たな⽕⼭観測技術や解析⼿法等を開発し、
噴⽕予測の⾼度化を⽬指す。

硫黄山

⽕⼭噴⽕の予測技術の開発
 噴⽕履歴の解明、噴出物の分析（噴⽕事象の解

析）を実施し、得られた結果をもとに数値シ
ミュレーション精度を向上させ、噴⽕予測⼿法
の向上、噴⽕事象系統樹の整備等を⽬指す。

噴出物分析による
噴⽕事象分岐予測⼿法

の開発

ボーリング、トレンチ調査、
地表調査等による噴⽕履歴・

推移の解明

数値シミュレーションによる噴⽕ハザード予測
（マグマ移動、噴⽕ハザードシミュレーション）

⽕⼭災害対策技術の開発

リアルタイムの⽕⼭灰状況把握
及び予測⼿法の開発

⽕⼭災害対策のための
情報ツールの開発

◆次世代⽕⼭研究推進事業

⽕⼭観測に必要な新たな観測技術の開発

位相シフト光⼲渉法による
電気的回路を持たない

⽕⼭観測⽅式の検討及び開発

マルチコプター

マイクロ波
送電アンテナ

火山監視・観測装置

送電波

送受信波
（観測データ）

ドローン等を⽤いた
上空からの送電及び

⾃動データ回収の技術開発

 ⽕⼭観測データ等のデータネットワークの
構築により、⽕⼭研究や⽕⼭防災への貢献
を⽬指す。

 本プロジェクトで取得したデータのほか、
⽕⼭分野のデータ流通を可能なものから順
次共有を進める。

 平成30年度に運⽤を開始。データの充実及
びシステムの改良を引き続き進めていく。

観測データ

⽕⼭観測データ
ネットワーク

⼤学・研究者
プロジェクト
参画機関

他データ
ベース

防災機関

⾃治体⾃治体
⾏政機関

⺠間企業

防災科学技術研究所防災科学技術研究所

観測施設

ドローン等によるリアル
タイムの⽕⼭災害把握

 噴⽕発⽣時に状況をリアルタイムで把
握し、推移予測、リスク評価に基づき
⽕⼭災害対策に資する情報提供を⾏う
仕組みの開発を⽬指す。

各種観測データの⼀元化

○次世代⽕⼭研究推進事業では、分野を融合した、先端的な⽕⼭研究を実施。
○平成30年度は、観測・予測等の技術開発や、各地の⽕⼭で⽕⼭ガス観測や物理観測、⽕⼭噴出物の解析、トレンチ掘削の集中調査等を実施した。
○平成31年度は、引き続き各課題において調査分析やシステム開発等を進めている。
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最近の火山防災対策の取組状況

２．地震火山観測研究計画（建議）
 ⽕⼭噴⽕現象の理解、⽕⼭噴⽕の発⽣予測のための観測研究に加えて、災害の直接的な原因（災害誘因）の発⽣及び推移の予測のた

めの研究、防災リテラシー向上のための研究を実施し、防災・減災に貢献。【実施機関︓国⽴⼤学法⼈、国⽴研究開発法⼈、国・都
道府県の研究機関など】

 これまでの計画をさらに推進・発展させるべく、平成31年度からの新たな5か年計画「災害の軽減に貢献するための地震⽕⼭観測研
究計画（第２次）の推進について」が平成31年1⽉に建議された。現在、本計画に基づき各種観測研究を実施中。

◆⽕⼭研究⼈材育成コンソーシアム事業

 平成28〜30年度、62名の受講⽣を受け⼊れ。
令和元年度は21名の受講⽣を受け⼊れ。

 平成30年度までの修了者数︓
基礎コース55名, 応⽤コース26名

 令和元年度より、主に博⼠課程の学⽣を対象とする
発展コースを新設。国内外での実践的な実習や、最
先端の⽕⼭研究及び社会科学等の講義を提供。

最先端の⽕⼭研究を実施する⼤学や研究機関、⽕⼭防災を担当する国の機関や地⽅⾃治体などから
なるコンソーシアムを構築。受講⽣が所属する⼤学にとどまらない学際的な⽕⼭学を系統的に学べ
る環境を整えることで、次世代の⽕⼭研究者を育成する。

フィールド実習 海外フィールド実習
（ストロンボリ⼭）

⽕⼭学セミナー

 実施内容
 主要３分野（地球物理学、地質・岩⽯学、

地球化学）の専⾨科⽬の授業
 ⽕⼭学セミナー（⼯学、社会科学等）
 フィールド実習（国内／海外）
 インターンシップ 等

：研究者の内在的動機に基づく地震・火山学術研究の推進を目標とした計画

<令和元年度の主な実施状況・予定>
6⽉ 海外研修（イタリア ストロンボリ⼭）
9⽉ 樽前⼭フィールド実習

10⽉・2⽉ 海底⽕⼭探査実習
11⽉ 海外研修（台湾 ⼤屯⽕⼭）

令和2年3⽉ 桜島フィールド実習
・⽕⼭学セミナー ／ ⽕⼭学特別セミナー（社会科学系）
・インターンシップ

コンソーシアム参画機関（令和元年8⽉末現在）
代表機関︓東北⼤学
参加機関︓北海道⼤学、⼭形⼤学、東京⼤学、東京⼯業⼤学、名古屋⼤学、京都⼤学、九州⼤学、⿅児島⼤学、神⼾⼤学
協⼒機関︓信州⼤学、秋⽥⼤学、広島⼤学、茨城⼤学、⾸都⼤学東京、早稲⽥⼤学、防災科学技術研究所、産業技術総合研究所、気象庁、国⼟地理院
協⼒団体︓北海道、宮城県、⻑野県、神奈川県、岐⾩県、⻑崎県、⿅児島県、

⽇本⽕⼭学会、イタリア⼤学間⽕⼭学コンソーシアム、⽇本災害情報学会、アジア航測株式会社
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国立研究開発法人

防災科学技術研究所
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浅間山噴火(2019/8/7)対応

2019 年 8 月 7 日噴火 で堆積した 火山灰について、 山麓地域で 降灰 調査を おこな った機関間 でデータを共有
し降灰分布図を作成した。その結果、降灰分布軸は蛇行しつつ北方に伸びており、 火口から 3km で 10 g/m 2 程
度、 13 km で 0.1 g/m 2 程度の堆積があったものと考えられる。この分布から推定される 降下火砕物の 噴出量
最小値は 約 80 トン であ る 。また、浅間山から2019年8月7日に噴出した火山灰を構成する主要な鉱物を同定す
るため、粉末X線回折(XRD)測定を行なった。その結果、珪化の進んだ酸性の変質帯由来の鉱物が多く検出された
ことから、今回の噴火は水蒸気噴火の特徴を持つと考えられる。

図1 2019年8月7日噴火の降灰量分布 図２ X線回析測定の結果。
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国立研究開発法人

産業技術総合研究所
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国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所

最近の主な取り組み状況

十和田火山 (十和田カルデラ)の地質図の出版

〇十和田火山の地質図の出版

• 5万分の1地質図「十和田湖」を出版 (2019.8.20)

• 十和田火山防災協議会に火山専門家として参画

研究成果に基づく情報を提供

20万分の1火山図の表現例（八甲田山）

全国火山図(20万分の1)
公開準備

• 全国の火山を対象に中長期的な噴
火履歴，マグマ変遷の情報を整理

• 本年度の公開に向け，記載データ
の確認作業中
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国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所

最近の主な取り組み状況

〇浅間火山(2019年8月7日)噴火への対応

• 緊急現地調査を実施（2019.8.8）

• 火山灰分布調査および構成物分析

• 最新情報を産総研 地質調査総合セン

ターHPから発信（HP開設; 2019.8.8）

浅間山2019年8月7日噴火への対応 阿蘇中岳噴火への対応

〇気象庁採取火山灰の構成物分析を継続

• 8月半ば以降，噴出物に占めるマグマ物質の割合

が増加 (現在，マグマの上昇速度は遅く，浅部での効率

的な脱ガスと共にマグマ破片を巻き上げていると推定)

8月22日噴出物

7月26日噴出物

変質した岩片が主体

大半が新鮮なマグマ物質
(新鮮な火山ガラスと斑晶
鉱物からなる)
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消防庁
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等）の設置 改修等を促進してきましたが、平成30年度からは、山小屋等の民間施設を活用した避難施設の整
備についても、事業の対象として、財政措置を拡充しております。
これにより、①既存の施設の有効活用、②コストの削減、③登山者への直接的な安全対策、④官民協働に

よる火山防災対策等、様々なメリットが考えられます。

今般、富山県立山町の弥陀ヶ原において、消防防災施設整備費補助金を活用し、民間施設である山小屋の噴
石対策工事が実施されましたので、以下でご紹介します。

１.消防防災施設整備費補助金（平成30年度拡充分）について

補助対象事業費

市町村補助
山小屋等
経営者
負担

市町村
負担：１／３

活動火山対策施設補助率 : 原則 １/３

【市町村の補助金に対して国、都道府県が補助（例）】

申請内容調査

（12月上旬）

要望調査〆切

（１月末）

要望内容審査

（２月中）

補助金配分

（４月上旬）

交付申請

（４月上旬）

交付決定

（４月第３週）

※主なスケジュールの流れ

（２）補助スキーム

※８火山補助率 : １/２
活動火山対策特別措置法第１４条に規定された避難施設緊急整備地域に掲げる施設
桜島・阿蘇山・有珠山・伊豆大島・十勝岳・雲仙岳・三宅島・霧島山（新燃岳）

※別途、特別交付税措置あり（補助事業の場合：地方負担の８割、単独事業の場合：地方負担
の５割）

市町村または都道府県が補助制度を設けていること

申請

消防庁

山小屋等
経営者

（１）仕組み

市町村

補助金

補助金

山小屋等の民間施設を活用した避難施設の整備について １/２

補助金

都道府県

連絡

※市町村が行う補助事業に際して
国及び都道府県が補助するケース

申請

申請

都道府県
補助：１／３

国補助：１／３
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山小屋等の民間施設を活用した避難施設の整備について ２/２

２.立山町の事例

（２）補助スキーム

（３）事業内容

（１）雷鳥荘

○ 山小屋等の民間施設を活用
した避難施設の整備、初の
モデルケース

＜雷鳥荘位置図＞

○ 弥陀ヶ原火山の火口から半
径２㎞以内に位置している

補助対象事業費 : 約２，３００万円

山小屋等
経営者

負担:１割
約２３０万円

国補助：３割
約６９０万円

雷鳥荘を避難施設として機能強化

するため、４階屋根裏倉庫の床面
にアラミド繊維の敷設工事を実施。

【屋根裏倉庫床上アラミド敷設工事】・山小屋経営者に改修等に
関するアンケート調査実施

・新たに制定する補助制
度の説明

・事業スキームの説明

・立山町活動火山対策避
難施設整備補助金を創設

・意向調査の結果、雷鳥
荘が申請

火口

① 意向調査（３月９日）

②説明会の実施（４月18日）

③臨時議会開催（４月26日）

④申請（４月27日）

⑤工事内容

【アラミド繊維とは？】

衝突速度80m/sで
こぶし大（10㎝）以下
程度の噴石（衝突エ
ネルギー4,192J）の
貫通を防ぐことがで

き、床上等に敷設することで、突発
的な噴火に登山者等が遭遇した場合、
緊急的に身を隠すことができる避難
施設として十分に機能を果たすこと
が期待できる。

⑥噴石対策イメージ

従業員とお客様の命を守るため、噴石対策を実施し
ました。これからも火山と共存して歩んでいきます。

経営者の声 衝撃耐力向上のための施設改修等に係る経費：９割補助立山町補助金

客室

アラミド敷設箇所

噴石

食堂

○ 標高約２，４００ｍにある
山荘

避難場所

その範囲に相当する、１階
食堂並びに２階事務室及び
休憩室を避難場所に設定

＜地獄谷と雷鳥荘＞

事務室休憩室 避難場所

４階屋根裏倉庫床面
（200㎡）にアラミド敷設

雷
鳥
荘

地
獄
谷

県補助：３割
約６９０万円

市町村補助：９割
約２，０７０万円

町補助：３割
約６９０万円
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国土交通省

水管理・国土保全局砂防部
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令和元年８月７日の浅間山噴火に伴う対応

○浅間山では、８月７日（水）２２時０８分頃小規模な噴火が発生し、同日２２時３０分に噴火警戒レベルが１
から３へ引き上げられた。

○周辺の降灰状況を把握するため、関東地方整備局が８月８日にヘリ調査及び地上調査を実施した。

○上空からの目視により、明瞭な降灰の堆積は火口周辺に限定されていることを確認した。

○地上からの降灰状況調査でも、降灰の量、範囲とも限定的であった。

降灰物

火口遠景

浅間山

御代田町

小諸市

嬬恋村

草津町

中之条町

長野原町群馬県

長野県

軽井沢町

4km

噴火警戒レベル３規制範囲

⑯

⑮

①

②

③

④

⑥（少量）
⑦（少量）

⑤

⑧（少量）

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

降灰なし

降灰あり

⑥地点（少量）

⑨（少量）

降灰なし
（聞き取り）

⑧地点（少量）

屋外テント

ヘリ調査写真

ヘリ写真撮影方向

⑨地点（少量）

⑦地点（少量）

降灰量現地調査結果
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２０１９火山砂防フォーラム（蔵王山）の開催予定について

○火山地域の自治体が主体となって、砂防を含む火山防災の啓発と安全で活力ある地域づくりについ
て理解を深めることを目的とし毎年各地で実施しており、今年で29回目の開催。

日時：令和元年10月１7日(木)～18日(金)
場所：宮城県蔵王町
参加予定者：国、県、市町村等の関係職員及び

一般住民等
主催：火山砂防フォーラム委員会

プログラム：

○研究発表

「ふるさとの山 蔵王山と私たちの暮らし」

発表者 蔵王町の小学校の生徒さん

○ポスターセッション・展示

・「全国の火山防災の取組事例」

・火山の恵み展

○パネルディスカッション

「活火山 蔵王山との新たなつきあい方」

開催テーマ

火山を知り、火山とともに生きる
～活火山 蔵王山との新しいつきあい方～

38



国立研究開発法人

土木研究所
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最近の火山防災対策の取り組み状況（土木研究所）
H31当初予算：18百万円の内数

【氾濫計算の精度向上のための流出解析の高精度化】
降灰斜面における表層土の浸透能、流出補正率、流出土砂量等を考慮した流出
解析により、水と土砂の流出量をより高精度に算出
●降灰斜面での降雨量と流出・浸透量の現地観測
●浸透能変化や侵食土砂を考慮した流出解析モデルの開発

◆最近の取り組み状況

・降灰量
・雨量
・流出流量

及び土砂量
・土壌水分量
・斜面侵食量
等を観測

土木研究所第４期中長期計画（H28‐H33）の研究開発プログラム「突発的な自然現
象による土砂災害の防災・減災技術の開発」及びSIPにおいて、降灰後の土石流の
対策として土石流の氾濫計算の精度向上に関する研究を実施。

2019.4.23

2017/9/7 14：31
表面流発生中

ピーク時の流量は
概ね再現

2017/9/7

桜島・有村川降灰斜面での観測
観測例

流出解析モデルの開発

計算例
氾濫計算モデル

への入力

氾濫範囲の
予測の

精度向上
表面流出量の観測値と解析値
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